
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

行為の分類  ガイドライン  

名称 特徴 内容 具体例 想定される事例 

傷害行為 
（肉体的苦痛 ） 

有形力の行使 により、物理的な力の 程度や肉 体的苦痛
の有無に関わ らず、出 血、骨折 、歯牙破 折、鼓膜損傷
等の傷害を負 わせた場 合 
 

●授業中ふざ けていた 生徒を数回注 意したが 従わず、
さらに増長し たため、 生徒を押し倒 し骨折さ せた。 

●メールで友 人の中傷 を繰り返した ため、事 の重大性
を分からせる ため、頬 を 平手打ちし鼓 膜損傷さ せた。 

危険な暴力行 為 
（肉体的苦痛 ） 

一歩間違えば 重大な傷 害を負わせる 可能性の ある、急

所・頭部・頚
け い

部
ぶ

に対する、あるいは棒や 固定物等 を使

用して有形力 を行使し た場合や、柔道 等の格 闘技の技

を用いた場合 、又は椅 子を投げ当て るなどし た場合 

●学級会で協 力せず、他の児童の迷 惑になる 行動をし
ている児童に 向かって 、椅子を投げ 当てた。  

●柔道有段者 の教員が 、廊下で反抗的 な態度 の生徒を
背負い投げし 床にたた きつけた。 

体罰 

暴力行為 
（肉体的苦痛 ） 

懲戒のうち、教 員が、児童・生徒の身 体に、直接
的・間接的に 、肉体的 苦痛を与える 行為 
 
【直接的】強 くたたく 、殴る、蹴る 、投げる 等 
 
【間接的】長 時間にわ たる正座・起 立等 

頭・頬をたたく、突き 飛ばす、足・臀
で ん

部
ぶ

・脇腹を蹴 る、

髪を引っ張り 引き倒す 、長時間 廊下に立 たせ る、長時

間ランニング させるな どした場合 

● 試 合 中 に ミ ス を し て チ ー ム が 負 け て し ま っ た こ と
の戒めとして 、生徒の 頬を複数回た たいた。  

●体育授業中、何度注 意しても真面 目にやろ うとしな
い生徒がつば を吐いた ため、後ろか ら足を蹴 った。 

不適切な指導 肉体的負担 
児童・生 徒の身体 に、肉 体的負担を与 える程度 の、
軽微な有形力 の行使 
 

手をはたく（しっぺ）、おでこを弾く（デコ ピ ン）、尻

を軽くたたく 、小突 く 、拳
げ ん

骨
こ つ

で押す 、胸倉を つか んで

説教する、襟首 を掴ん で連れ出すな どの行為 を行った

場合 

●宿題を忘れ た児童に 対し、罰 として鼻を つ まみ、ま
た忘れたら鼻 をつまむ と予告した。 

● チ ャ イ ム が 鳴 っ て も 教 室 に 戻 ら ず 遊 ん で い た 生 徒
の襟首をつか み、教室 まで連れてい った。 

暴言等 精神的苦痛・ 負担 
教員が、児童・生徒 に 、恐怖感、侮辱感、人 権侵
害等の精神的 苦痛を与 える不適切な 言動 
 

罵る、脅かす 、威嚇す る、人格（身 体・能力 ・性格・
風貌等）を 否定する 、馬 鹿にする、集中的に 批 判する、
犯人扱いする などの言 動を行った場 合 
 

● 授 業 中 、 解 答 を 間 違 え た 児 童 に 、「 犬 の ほ う が お り
こうさん」と 馬鹿にし た。 

●事情を聴取 している 最中、答 えない生徒 に 対し、棒
で机をたたい たりして 威嚇した。 

不
適
切
な
行
為 

行き過ぎた 
指導 

精神的・肉体 的負担 
運動部活動や スポーツ 指導において 、児 童・生 徒
の現況に適合 していな い過剰な指導 

目的は誤って はいない が、その 指導内容・方 法等が児
童・生徒 の発育・発達 や心身の現況 に適合し ていない
指導、能力の 限界を超 えた危険な指 導等 
 

●毎日、休みなく練 習 を続けさせ 、生徒は 心 身ともに
疲労し、勉強 する時間 もなくなった 。 

●普段練習時 間が少な いことから、合 宿で経 験したこ
とのない長時 間の練習 メニューを課 した。 

指導の範囲内 肉体的苦痛や 負担を 
伴わない 

注 意 喚 起 や 指 導 を 浸 透 さ せ る た め に や む を 得 ず
行われた、児童・生 徒 の身体に、肉体 的負担 を与
えない程度の 、極軽微 な有形力の行 使 

腕をつかんで 連れて行 く、頭（顔・ 肩）を押 さえる、
体 を つ か ん で 軽 く 揺 す る 、 短 時 間 正 座 さ せ て 説 諭 す
る、寝て いる生徒 の肩 をたたき起こ すなどの 、社会通
念上妥当とみ なされる 行為を行った 場合 

● 友 達 に 暴 言 を 吐 き 泣 か せ て し ま っ た 児 童 を 正 座 さ
せ、両肩を抑 えながら 説諭した。 

●授業中に騒 いで立ち 歩く生徒の腕 をつかみ 、教室の
外に連れ出し た。 

適切な指導 
懲戒行為 
教育指導とし ての 

有形力の行使 

学 習 指 導 や 生 活 指 導 時 に お け る 法 令 で 認 め ら れ
た範囲の懲戒 行為 。ス ポーツ指導に おいて 、動き
のタイミング を図る、 注意喚起する 、激励す る、
覚醒させるた めの有形 力の行使 

注意、警告、 叱責、説 諭、訓戒 
頑張りに対し 肩（背 中 ）をたたき ほめる 、緩 慢なプレ
ーを大声で注 意する 、危険行為を大 声で注意 する、接
触プレーを直 接指導す るなどの場合 

●授業中に物 を投げた 児童を注意し、残りの 時間を教
室後ろに立た せた。 

●大縄跳びの 練習中、上手く中に入 れない生 徒の背中
をたたきタイ ミングよ く飛び込ませ た。 

正当防衛 
正当行為 

防衛のために やむを得 ずした有形力 の行使 
他に被害を及 ぼす暴力 行為に対して 、制 止・危 険
を回避するた めにやむ を得ずした有 形力の行 使 

殴りかかって きた生徒 をかわすため に押す、喧嘩して
いる生徒の間 に割って 入り双方を抱 え込む、棒を振り
回 す 生 徒 を さ す 股 で 押 さ え 込 む な ど の 行 為 を 行 っ た
場合 

●化学の実験 中に、多 動傾向の生徒 が塩酸の ビンをも
って暴れだし たため、体 を抱え込んで 押さえ付 けた。 

●身だしなみ を注意し たところ、反抗 してつ かみかか
ってきたので 、その腕 をねじあげた 。 

緊急避難 

肉体的苦痛を 伴う 
有形力の行使 自己又は児童・生徒の 生命、身体、自由又 は 財産

に対する現在 の危難を 避けるため、やむを得 ず し
た行為 
 

校 舎 か ら 飛 び 降 り よ う と す る 生 徒 を 引 き 倒 し た な ど
の行為を行っ た場合 
 
 

● 情 緒 不 安 定 と な り ４ 階 窓 か ら 飛 び 降 り よ う と し た
生徒を、教室 側に引き 倒した。 

●階段の手す りに腰掛 けていた生徒 を注意し 、腕をつ
かんだところ 、生徒が 振り払おうと して転倒 した 。 

 

教員が、児童・生徒に対して、戒めるべき言動を再び繰り返させないという、教育目的に基づく行為や制裁を行うことを懲戒という。 
懲戒には、事実行為としての注意、警告、叱責、説諭、訓戒や、法的効果をもたらす訓告、停学、退学の処分がある。 
懲戒のうち、教員が、児童・生徒の身体に、直接的又は間接的に、肉体的苦痛を与える行為を体罰という。 
体罰には、たたく、殴る、蹴る等の有形力（目に見える物理的な力）の行使によるものと、長時間正座や起立をさせるなどの有形力を行使しないものがある。いずれ

も法によって禁じられている。 
この体罰は、その態様により、傷害行為、危険な暴力行為、暴力行為に分類される。 
また、暴言や行き過ぎた指導は、体罰概念に含まれないが、体罰と同様に、教育上不適切な行為であり許されないものである。 

体罰の定義 

体罰関連行為のガイドライン 

【資料１】 
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